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令和２年度 

第３５回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時  令和２年５月１２日（火曜日） １３時００分 開会 

場 所  和歌山市役所１４階会議室 

 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 使用貸借権の解約通知について 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第３条許可指令書の返納について 

報告事項 農地法第４条受理通知書の返納について 

報告事項 農用地利用配分計画の認可について 

議案第１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第２号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第６号 農用地利用集積計画について 

議案第７号 
和歌山市農地利用最適化推進委員候補者募集要領の一部改正について 

（前回保留分） 
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出席委員（１６名）

２番 山本 宏一 

３番 土橋 ひさ 

４番 有本 太一 

５番 曽根 光彦 

６番 坂東 紀好 

７番 吉中 雅三 

８番 湯川 德弘 

１０番 岩橋 章 

  

 

出席職員 

  農業委員会事務局 

   局   長 東山 雅彦 

課   長 奥谷 知彦 

副 課 長 山本 哲也 

班   長 中川 拓哉 

事務主査 西森 和子 

   事務主査 中谷 雅昭 

   事務主任 殿元 輝之 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１番 和田 好夫 

１２番 藤井 髙 

１４番 辻本 傑 

１５番 吉川 松男 

１６番 大河内 壽一 

１７番 山本 茂樹 

１８番 谷河 績 

１９番 中村 弘 
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１３時００分 開会 

◆東山局長 それでは、定刻が参りました

ので、第３５回農業委員会総会を開催いた

します。なお、新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴い今回も総会時間の短縮を図り

たいと思いますので、ご理解、ご協力をよ

ろしくお願いします。それでは、谷河会長

よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ただいまより、第３

５回農業委員会総会を開会いたします。出

席委員は１８名中１６名で、定足数に達し

ておりますので、総会は成立しています。 

去る４月２８日、山本宏一委員、山本茂

樹委員、曽根委員によりまして現地調査並

びに事情聴取が行われています。後ほど報

告方よろしくお願いします。なお、宇治田

委員、廣井委員から、都合により欠席した

い旨、ご連絡がありましたのでご報告いた

します。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、吉川委員、

大河内委員にお願いします。 

 それでは、議案第１号 相続税の納税猶

予に関する適格者証明願について、提案い

たします。 

◆中川班長 番外、説明いたします。  

本件は、租税特別措置法第７０条の６第

１項の規定による相続税納税猶予に関する

適格者証明書の申請があったものです。 

相続人から、耕作を継続する旨の誓約書が

添付されております。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第１号は可決と決定しました。 

議案第２号 農地法第２条の農地でない

旨の証明願について、提案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

本件につきましては、非農地証明の交付

基準に基づき、証明願の提出が３件ござい

ました。 

Ｎｏ．１ ・・・については昭和５５年

頃より事務所、倉庫、駐車場として利用し

ています。・・・については昭和４７年頃

より簡易水道施設として利用しています。 

Ｎｏ．２ 平成８年頃より山林化してい

ます。 

Ｎｏ．３ 昭和６０年頃より山林化して

います。 

また、Ｎｏ．１については、非農地証明

の交付条件（５）の土地であって（７）か

ら（９）の条件を満たしていると思われま

す。Ｎｏ．２、Ｎｏ．３については、非農

地証明の交付条件（４）の土地であって（

７）から（９）の条件を満たしていると思

われます。以上です。   

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

◆１２番（藤井 髙） 議案第２号のＮｏ．

１について、報告しておきたいと思います。

この案件だけでなくほかにもあると思いま

す。また、２０年経てば時効であると言う

ことで、長年にわたり届け出がないという

ことに対して、今後、対処方法はないです

か。 
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◆会長（谷河 績） 他に何かご意見はご

ざいませんか。 

◆１４番（辻本 傑） 質問とか意見とは

違いますけど、農業委員会として反省とこ

れから対応を引き締めていかなければなら

ないと思います。このような案件があれば

届出なしで２０年の時効を免れることが常

態化してしまうと抑えが利かなくなるので、

今回どうするか検討するべきである。なお、

農業委員会としても厳正な対応が必要であ

ると思います。 

◆会長（谷河 績） 他にご意見ございま

せんか。藤井委員、辻本委員のご意見はわ

かりますが、証明願出であるのでこのよう

な意見があることを議事録に載せるという

ことでどうですか。 

◆２番（山本宏一） 農業委員会として今

までの指導歴があるか、また、都市計画課

と連携して違法転用がないようにすること

を要望します。 

◆会長（谷河 績） 他にご意見ございま

せんか。 

◆中川班長 番外、説明いたします。 

非農地証明については、県のテキストに

あるように２０年以上前から農地でないと

いうことであれば証明することは可能であ

り、行政上のサービス行為として非農地で

あることを証明しています。違反転用等を

していることについては事実であるので、

２０年経過しないよう事務局として監視し

ていくことが必要であると考えています。

また、非農地証明については、２０年以上

前から明らかに非農地であるものについて

は、証明せざるを得ないと思っています。 

◆１６番（大河内壽一） ２条はサービス

行為ですか。 

◆中川班長 番外、説明いたします。 

全国的には、非農地証明を実施していな

いところもありますが、県下においては非

農地証明を実施しており、和歌山市農業委

員会としても実施しています。市街化区域

については、農地転用の届出を提出しても

らい、非農地証明しないように変更してい

ます。 

◆会長（谷河 績） 他に何かご意見はご

ざいませんか。 

◆山本副課長 番外、説明いたします。 

今後、受理する場合は、指導を徹底する

とともに関係部署と連携をして違反転用が

ないように業務を遂行していきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） 事務局の説明でよろ

しいですか。今後、事務局で受理する場合

は、指導を徹底してください。 

他に何かご意見はございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による

許可申請について、提案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請で４件ありました。 

Ｎｏ．１からＮｏ.４については、調査

の結果、耕作等に支障がないこと、当該農

地の権利を取得しようとする者は、下限面

積要件を満たし、その取得後において全て

の農地を効率的に耕作を行い、農作業に常

時従事すると認められるなど、農地法第３

条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしています。なお、Ｎｏ．

１と２は贈与で、Ｎｏ．１については譲渡
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人の持ち分である３分の 1を譲受人へ贈与

します。 

Ｎｏ．３は譲渡人の持ち分である２分の

１を譲受人へ有償で移転します。また、Ｎ

ｏ．３は報告事項 農地法第４条届出返納

Ｎｏ．１と関連、Ｎｏ．４は農地法第１８

条による利用権の合意解約Ｎｏ．１と関連

しています。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について 

説明が終わりましたが、この議案について、 

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第４条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見について、提案

いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と

共に配付していますので併せてご覧くださ

い。 

Ｎｏ．１ 申請地は、岡崎地区・・・、

東部サービスセンターから北・・・ｍに位

置し、おおむね３００ｍ以内に市の支所が

あるため第３種農地に該当します。申請地

の近隣にて建築されている・・・・・・に

て勤務する職員が利用するための露天駐車

場として転用するため申請するものです。

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第４号は可決と決定しました。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と

共に配付していますので併せてご覧くださ

い。 

Ｎｏ．１ 申請地は、紀伊地区・・・、

北サービスセンターから南東・・・ｍに位

置し、おおむね３００ｍ以内に市の支所が

あるため第３種農地に該当します。申請人

は、自己が所有する農地への農業用通路と

して転用するため申請するものです。 

Ｎｏ．２ 申請地は、安原地区・・・、

東中学校から南東・・・ｍに位置し、おお

むね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区

域内にあるため第１種農地に該当しますが、

既存施設の拡張にあたるため、不許可の例

外に該当します。申請人は、・・・を行っ

ており、すでに申請地を造成し、機械設備

の保管用地として使用していたところ、農

地転用を行っていないことが発覚したため、

今回の申請で是正するものです。なお、今

回の是正にあたって駐車していた車両、保

管していた資材等を撤去する等、ある程度

の原状回復を行っています。なお、賃貸借

権設定です。 

Ｎｏ．３ 申請地は、和佐地区・・・、

高積中学校から南東・・・ｍに位置し、お

おむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の

区域内にあるため第１種農地に該当します

が、集落に接続される住宅その他日常生活

上又は業務上必要な施設であり、不許可の

例外に該当します。申請人家族は申請地の

北側で・・・しており、当該施設関係者の

駐車スペースが不足しているため、露天駐

車場として転用するため申請をするもので
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す。 

Ｎｏ．４ 申請地は、三田地区・・・、

竈山神社から北西・・・ｍに位置し、市街

地に近接する区域内でその規模がおおむね

１０ｈａ未満のため第２種農地に該当しま

す。申請地はほとんどが山林化しており、

現在は耕作放棄地となっているところ、近

隣に居住する申請人が取得し、桜などを植

林して里山として管理するために、申請す

るものです。 

Ｎｏ．５ 申請地は、岡崎地区・・・、

竈山駅から北東・・・ｍに位置し、おおむ

ね３００ｍ以内に鉄道の駅があるため、第

３種農地に該当します。申請人は・・・を

営んでおり、当該申請地が住宅型有料老人

ホーム及びデイサービスを建設するために

最適な土地であるため、転用の申請をする

ものです。なお、開発許可申請中です。 

Ｎｏ．６ 申請地は、川永地区・・・、

川永小学校から東・・・ｍに位置し、おお

むね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区

域内にあるため第１種農地に該当しますが、

集落に接続される住宅その他日常生活上又

は業務上必要な施設であり、不許可の例外

に該当します。申請人は・・・を機に、自

己の耕作地に近い申請地を農業者住宅とし

て転用するため申請するものです。なお、

使用貸借権設定です。 

Ｎｏ．７ 申請地は、安原地区・・・、

智辯和歌山高校から北東・・・ｍに位置し、

市街地に近接する区域内でその規模がおお

むね１０ｈａ未満のため第２種農地に該当

します。申請者は申請地の西側にある・・

・であり、市場規模の拡大により、従業員

用の駐車場及び資材置き場としての新たな

用地を探していたところ、露天駐車場兼資

材置場として転用するため申請するもので

す。 

Ｎｏ．８ 申請地は、直川地区・・・、

直川小学校から北西・・・ｍに位置し、市

街地に近接する区域内でその規模がおおむ

ね１０ｈａ未満のため第２種農地に該当し

ます。申請人は・・・で、当該申請地が、

近隣に耕作地が無く、日照時間も長く最適

な土地であることから太陽光発電施設へ転

用するため申請するものです。 

Ｎｏ．９ 申請地は、直川地区・・・、

直川小学校から北西・・・ｍに位置し、市

街地に近接する区域内でその規模がおおむ

ね１０ｈａ未満のため第２種農地に該当し

ます。申請人は・・・で、当該申請地が、

近隣に耕作地が無く、日照時間も長く最適

な土地であることから太陽光発電施設へ転

用するため申請するものです。 

Ｎｏ．１０ 申請地は、直川地区・・・、

直川小学校から北西・・・ｍに位置し、市

街地に近接する区域内でその規模がおおむ

ね１０ｈａ未満のため第２種農地に該当し

ます。申請人は・・・で、当該申請地が、

近隣に耕作地が無く、日照時間も長く最適

な土地であることから太陽光発電施設へ転

用するため申請するものです。 

Ｎｏ．１１ 申請地は、直川地区・・・、

直川小学校から北西・・・ｍに位置し、市

街地に近接する区域内でその規模がおおむ

ね１０ｈａ未満のため第２種農地に該当し

ます。申請人は・・・で、当該申請地が、

近隣に耕作地が無く、日照時間も長く最適

な土地であることから太陽光発電施設へ転

用するため申請するものです。 

Ｎｏ．１２ 申請地は、西和佐地区・・

・、紀伊風土記の丘から北西・・・ｍに位
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置し、市街地に近接する区域内でその規模

がおおむね１０ｈａ未満のため第２種農地

に該当します。申請人は・・・であり、和

歌山市内で建設資材を保管・加工するため

の倉庫を確保するため、交通便が良く、市

内各所へ運搬に適している当該申請地を倉

庫用地として転用するため申請するもので

す。 

なお、賃貸借権設定です。 

また、Ｎｏ．９、Ｎｏ．１０については、

現地調査を行っておりますので担当の委員

さんから報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．９、Ｎｏ．１

０について曽根委員報告お願いします。 

◆５番（曽根光彦） 議案第５号の整理番

号Ｎｏ．９、Ｎｏ．１０の案件について報

告します。４月２４日に私と農業委員会事

務局とで現地調査を行い、申請地を確認し

ました。事情聴取については申請人側が参

加しなかったため行っておりません。 

現地を確認しましたところ、申請地及び

周辺農地は全て耕作放棄地で、ほぼ山林化

しており、将来的に耕作することは難しい

と考えられます。そのため、今回転用する

ことについて周囲の営農状況に影響はなく、

追加で問題が生じることはないかと思われ

ます。 

また、以前にこの周辺で太陽光発電施設

の農地転用の申請がいくつかあったかと思

いますが、全て順調に工事が完了されてお

りました。その際に付近の進入路関係もだ

いぶ整備されており、そこを使用すること

で、今回の転用計画についても問題なく実

現できるかと思われます。 

現地調査にて確認できたのは以上になり

ます。申請内容の詳細については事務局よ

り説明願います。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

申請内容の詳細について報告します。申

請地は直川地区・・・で直川小学校の北

側・・・ｍ、線路より北側の農地群になり

ます。転用目的は太陽光発電施設になりま

す。申請者は整理番号Ｎｏ．９が個人名、

Ｎｏ．１０が・・・の申請となっておりま

す。どちらも施工については・・・が行い

ます。当企業は・・・年・・・月・・・日

に設立、資本金は・・・円で、現在

は・・・を主としております。 

転用の理由についてですが、申請地が長

年耕作放棄によって荒廃しており、近隣の

住宅群へも雑草等による悪影響を及ぼして

いることから、譲渡人からの売却希望があ

ったこと、また、当企業の太陽光発電の事

業計画の区域内であること等から転用申請

に至りました。 

工事の計画ですが、まず樹木や雑草等の

伐採を行い、土地の整地工事を行います。

その後、太陽光パネル、パワコンを設置し、

周囲にフェンスを設置するとのことです。 

排水についてですが、まず汚水・雑排水

は生じません。雨水は原則自然浸透で処理

します。既存水路がある部分についてはそ

のまま残し、機能が既に損なわれているも

のについては出来る限りの復旧するとのこ

とです。このことについて藤崎井土地改良

区からの同意書が添付されております。 

事業に関する経費は整理番号Ｎｏ．９

が・・・円、Ｎｏ．１０が・・・円となり

ます。それを担保する書類として整理番号

Ｎｏ．９は・・・、Ｎｏ．１０は・・・が

添付されております。 

工事期間ですが、どちらも令和２年許可
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日から令和２年１２月末までであり年内完

成を予定しております。 

今回、当申請者は、農業委員会の事情聴

取には参加しませんでしたが、和歌山県か

らの指導の下、申請書に関する質問への回

答、添付資料の再提出や修正等には応じて

おり、申請書の内容としては特に問題は見

受けられませんでした。 

 報告は、先ほどの曽根委員の現地調査の

内容と合わせて以上となりますが、農業委

員の皆様方の慎重なご審議を宜しくお願い

いたします。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 農用地利用集積計画につい

て、提案いたします。 

◆中川班長 番外、説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定で、新規の契約が１

９件ございました。賃借権が４件、使用貸

借権が１５件の設定です。貸借期間は議案

書のとおりです。 

また、Ｎｏ．１からＮｏ．９については、

農業委員会による利用権の新規設定、Ｎｏ．

１０からＮｏ．１４については、農地中間

管理事業による新規の設定、Ｎｏ．１５か

らＮｏ．１９については、実質的な農地中

間管理事業での再設定となります。 

面積は、田が２７，５６６㎡、畑が３，２

２５㎡、合計面積が３０，７８１㎡です。 

うち農地中間管理事業による設定が１０件

あり、面積は田が１６，５０３㎡です。 

 Ｎｏ．１の地目が山林となっている土地

については、以前総会で取り扱いを定めた

「登記地目が山林で現況が農地であるもの

の取り扱い」に係る案件です。当該農地に

ついては周辺が全て山林化しており、将来、

耕作が困難となった場合、山林にするとい

う事情があるため、農地へ地目変更ができ

ない特別な事由に該当します。 

貸人、借人より、将来、貸し借りでトラ

ブルにならないよう安全安心な利用権設定

を行いたいとの理由で提出されたもので、

当該土地の農地性について、利用権設定を

行うことについて、適正であると思われる

との意見を第１０地区の中筋推進委員さん、

吉中農業委員さんからいただいております。 

なお、Ｎｏ．１については新規就農とな

り、現地調査ならびに事情聴取を行ってお

りますので担当の委員より報告があります。

以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．１について山

本委員報告お願いします。 

◆１７番（山本茂樹） 議案第６号Ｎｏ．

１について説明します。 

４月２８日(火)山本宏一委員及び事務局

と共に現地調査並びに事情聴取を行いまし

た。 

内容は、新規就農者による利用権設定の

申し出です。場所は、市内・・・の４筆の

畑です。現地は、人里離れた山奥にあり道

は狭いけど、軽四の車で現地まで行くこと

が出来ます。周囲には、耕作放棄地が点在

していましたが、申し出地はきれいに整備

されたみかん畑でした。４筆の畑の合計面

積は、３，２２５㎡です。地目は山林です

が、現況は畑ですので農地法が適用されこ
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の申し出が必要となります。 

畑の貸主は、市内・・・で借人も同じく

市内・・・です。お互いに知り合いの間柄

だそうです。 

借人の・・・で以前は・・・でしたが、

現在は・・・を経営しているとのことです。

新たに、このみかん畑を借りて将来の夢は、

有料の農業体験及び収穫体験を実施したい

とのことです。農機具は軽トラック・動力

噴霧器・草刈機を持っておりますが、足り

ない農機具は、地主が貸してくれるそうで

す。 

農作業は、・・・と同じく・・・にも手

伝ってもらい、地主の・・・には、みかん

作りの指導をしてもらい将来の夢を叶えた

いとのことです。 

特に問題はないと思います。審議よろし

くお願いします。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第６号は可決と決定しました。 

議案第７号 和歌山市農地利用最適化推

進委員候補者募集要領の一部改正について、

前回保留分を提案いたします。 

◆中川班長 番外、説明いたします。 

 議案書に同封いたしました別紙をご覧下

さい。 

 本件は、前回の総会で上程し、保留とな

ったものです。あらためて内容を説明させ

ていただきます。 

任期満了に伴う次期の和歌山市農地利用

最適化推進委員候補者の募集について、募

集内容や募集様式等、その要領をご審議い

ただくもので、改正の趣旨は、１３区域の

担当区域の変更等です。 

 提案としては、市街地が多く、農地面積

が少ない第１地区から第３地区を統合し、

３区域を２区域に割り直し、松江、木本、

西脇、加太、湊、野崎、貴志をひとつの区

域に、楠見、有功、直川をひとつの区域に、

そして、第５地区の川永、山口をそれぞれ

別の区域とするものです。 

 今回も、前回の総会でお示しした議論の

参考となる資料を机上に配付しています。

資料１をご覧下さい。資料の左側が現行の

地区割、右側が新たな地区割案で、それぞ

れ農地面積、経営面積が１，０００㎡以上

の農家戸数、利用権設定面積を表していま

す。今回、変更する内容について、赤字で

示しています。表にあるとおり、現行の第

１地区から第３地区はどの項目も、他の区

域にくらべ低い数値となっており、第５地

区はどの項目も、複数地区を受け持つどの

区域よりも高い数値となっています。変更

案では、地区割を見直すことで、それら数

値の偏りの緩和が図れるものとなっており、

特に川永、山口地区は、利用権設定も多い

ことから、区域を分けることで、さらなる

農地利用の最適化の推進を図れるものと思

われます。以上です。 

◆会長（谷河 績） 続いて岩橋委員報告

お願いします。 

◆１０番（岩橋 章） 去る４月１０日、

第３４回農業委員会総会後に農政問題調査

研究小委員会を開催しましたので、審議し

た結果について報告させていただきます。 

和歌山市農地利用最適化推進委員候補者

募集要領の一部改正について、内容として

は農地利用最適化推進委員が担当する区域
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の割り方について、現行のままがよいか、

提案のとおりがよいか、その他の割り方が

よいか、総会に引き続き審議いたしました。 

各委員からの主な意見は、 

・農家戸数や農地面積をふまえ地区割を考

えてくれたのであれば、提案のとおりでよ

い。 

・どのような割り方であっても、どこかに

しわよせがくる。 

・多数の地区を受け持ちでやっていけない

のであれば、どこもすすめていけない。 

・人、農地プランは市全体で進めていくの

は難しいので、モデル地区を定め、担当地

区をこえて、農業委員と推進委員が協力し

てやっていけばよい。 

・次回は、予算は厳しいと思うが人数をふ

やしてもらうよう要望する。 

というものでした。 

議論を重ねたところ、最終的に、農政問

題調査研究小委員会委員全員の意見として、

提案のとおりでよいとの結論にいたりまし

た。報告は以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第７号について

説明、報告が終わりましたが、この議案に

ついて、何かご意見、ご質問ございません

か。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第７号を可決と決定しました。 

◆会長（谷河 績） その他、何かござい

ませんか。 

それでは、ご質問がないようでございま

すので第３５回総会を閉会いたします。 

 

１３時４２分 閉会 

 

 

 

 


